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船舶事故調査報告書 

 

平成２３年１０月１３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１０月５日 ０７時１０分ごろ 

発生場所 北海道豊頃
とよころ

町十勝大津漁港南東方沖 

豊頃町十勝大津灯台から真方位１２６°１７.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯４２°３０.１′ 東経１４３°５６.９′） 

事故調査の経過 平成２３年１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第六十八栄 久
えいきゅう

丸、１８４トン 

１２６５９７、有限会社杉本漁業 

３４.４４ｍ（Lr）×７.１０ｍ×３.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、漁船法馬力数４４０、昭和５８年３月 

Ｂ 漁船 第一安房
あ わ

丸、１２０トン 

１３６６３７、安房さば・さんま漁業生産組合 

２８.１１ｍ（Lr）×６.１０ｍ×２.７０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ（漁船法馬力数）、平成１５年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６４歳 

五級海技士（航海） 

免  許  年  月  日 昭和４７年１０月１３日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１２月２７日 

免状有効期間満了日 平成２８年１月３０日 

甲板長Ａ 男性 ５９歳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５０歳 

五級海技士（航海） 

免  許  年  月  日 昭和６０年４月９日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１月１５日 

免状有効期間満了日 平成２７年４月８日 

甲板長Ｂ 男性 ５３歳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に凹損等 

Ｂ 左舷船首部外板に擦過傷等 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ及び甲板長Ａほか１２人が乗り組み、北海道釧路市釧路

港へ向けて十勝大津漁港南東方沖を霧による視界制限状態の中、自動操舵

により、針路約０２０°（真方位、以下同じ。）及び速力約１０ノット
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（kn）（対地速力、以下同じ。）で航行していた。 

甲板長Ａは、船橋に立って単独で船橋当直中、レーダーにより後方０.５

Ｍ付近に接近するＢ船に気付いたが、Ａ船の速力が他船に比べて遅いこと

から、これまでと同様、他船がＡ船を追い越して航行し、後ろから衝突さ

れることはないと思い、前方に注意を向けていた。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板長Ｂほか１４人が乗り組み、釧路港へ向けて十

勝大津漁港南東方沖を視界制限状態の中、自動操舵により速力約１２.５kn

で北北東進していた。 

甲板長Ｂは、甲板員と共に船橋当直中、レーダーにより同じ針路で約２

～３Ｍ前方を航行するＡ船を初めて探知したが、Ａ船のレーダー映像が判

別できなくなってＡ船を見失い、気付いた時にはＡ船が間近に迫ってい

た。 

両船は、平成２２年１０月５日０７時１０分ごろ、十勝大津灯台から

１２６°１７.４Ｍ付近において、Ａ船右舷船尾部とＢ船左舷船首部が衝突

した。 

両船は、自力で釧路港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 南、風力 １、視界 不良 

海象：波高 約１ｍ、波向 南 

釧路沖に海上濃霧警報が発表されていた。 

 その他の事項 両船は、航行中、いずれも航海灯を点灯していたが、視界制限状態にお

ける汽笛による霧中信号を行っていなかった。 

甲板長Ａ及び甲板長Ｂは、長年漁船に乗り組んで船橋当直を経験し、

レーダー操作等には慣れていた。 

両船の船橋当直者は、視界制限状態の旨を船長に報告していなかった。 

両船の通信長は、本事故発生当時、互いに無線で交信していたが、衝突

に気付いていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

Ａ船及びＢ船は、共に北北東進中、視界制限状

態の十勝大津漁港南東方沖において、両船が衝突

したものと考えられる。 

Ａ船は、単独で船橋当直中の甲板長Ａが、Ｂ船

がＡ船を追い越すものと思い込み、レーダーによ

る後方の適切な見張りを行っていなかったことか

ら、Ｂ船が船尾部に衝突するまで気付かなかった

ものと考えられる。 

Ｂ船は、船橋当直中の甲板長Ｂがレーダーによ

る適切な見張りを行っていなかったことから、Ａ

船の船尾部と衝突したものと考えられる。 

両船は、視界制限状態における汽笛による霧中

信号を行っていなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、視界制限状態の十勝大津漁港南東方沖において、Ａ船及びＢ

船が共に北北東進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 
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参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・視界制限状態となった場合、船橋当直者は船長に報告し、レーダーに

よる周囲の見張りを行うとともに、汽笛による霧中信号を行うこと。 

 




